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PTC のお客様との契約 

この PTC のお客様との契約並びにライセンス基盤文書（以下「本契約」といいます）は、(A)以下の「同意する」ボタンをクリックし、

又は(B)PTC から提供されるソフトウェア若しくはドキュメンテーションをインストールし、それらにアクセスし、若しくはそれらを使用

する、個人又はその個人を代表者として本契約を承諾する会社その他の組織（以下｢お客様｣と言います）と、PTC INC.又は

https://www.ptc.com/en/documents/legal-agreements/ptc-affiliates に掲載されている PTC 関連会社リストに記載の国で購入が

なされた場合はそのリストに記載の PTC 関連会社（以下｢PTC｣と言います）との間の法的契約書です。 

本契約を承諾する前に、本契約の諸条件を注意深くお読み下さい。以下の｢同意する｣ボタンをクリックし、又は PTC から提供され

るソフトウェア若しくはドキュメンテーションをインストールし、それらにアクセスし、若しくはそれらを使用された時点で、お客様はこ

こに、本契約により拘束されることに同意し、かつ、その拘束を負う権限を有している旨表明されたものとします。 

貴方が本契約のすべての条件に同意しない場合、又は貴方が代表者となって本契約を承諾しようとしている会社その他の組織に

対し拘束を負わせる権限を貴方が有していない場合には、｢同意しない｣ボタンを押した時に表示される説明に従い、本契約ととも

に提供されたソフトウェア及びドキュメンテーションの各製品を PTC に返却してください。指定された期間内に当該説明に従って

いただけない場合、本来、受けられる返金や費用の請求に対する権利は無効になります。 

許諾製品には、ライセンス管理のための技術及び無許諾での使用を防ぐための技術が含まれることがあります。ライセンスを保持

するユーザーが許諾製品をアクティベートし、インストールし、若しくは、初めて使用する際、あるいはライセンス管理を行い、許諾

製品の改善を図るために定期的に、プログラムの使用状況及びコンピューターに関する情報が PTC に送信される場合もあります。

許諾製品を通じて PTC に送信される情報の詳細については、https://www.ptc.com/en/documents/policies を参照してください。

お客様は、許諾製品を直接 PTC から若しくは PTC が認定した販売店若しくは再販業者から、又は PTC のオンラインストア

（www.ptc.com）から取得された場合を除き、違法取得された無許諾版の当該許諾製品を使用していることになります。PTC は、ソ

フトウェアの著作権侵害を法律に違反する犯罪とみなし、これらの活動に関与した者に対し、法的手段（民事及び刑事両方）を

以って追求します。当該目的を達成するための手段の一つとして PTC は、許諾製品の違法コピーを使用しているユーザーの

データを取得及び PTC に転送するための、データ監視及び探索・精査技術を使用します。お客様が違法コピーのソフトウェアを

使用している場合は、当該違法版の使用を止め、正当に使用許諾されたソフトウェアを PTC から取得しなければなりません。お客

様は、本ソフトウェアを使用することによって、PTCソフトウェアの違法コピーを使用している者の身元情報を識別するために、PTC
がお客様の個人情報に該当する可能性のある情報を含む、許諾製品の使用に関するデータを収集、使用及び転送することに同

意するものとします。 

PTCはまた、システムの使用状況及び動作に関するデータを収集及び転送し、並びにPTCソフトウェアの利用状況に関するデー

タ及び指標を収集するためデータモニタリング技術を使用します。PTC はまた、不正行為、セキュリティインシデント、及び製品や

サービスのその他の不正利用を監視、調査、防止、検知し、お客様及お客様のデータへの被害を防ぐため、また本人確認の目的、

PTC が従うべき法的又は規制上の義務を遵守するため、及び適用される法律で認められるその他の目的のためにデータを収集

します。。さらに PTC は、適用される法令で許容される範囲において、問題の解決（トラブルシューティング）ならびに新製品およ

び新機能の開発（その開発への情報提供を含みます）を含む、サービスの提供、最適化、強化および維持のために、お客様の

データを処理します。PTC は、技術及びマーケティングを目的として、アメリカ合衆国及びその他の地域を含めた、PTC 内及びそ

の関係会社、並びにビジネスパートナーにおいて当該データを共有し、また、転送された当該データが適切に保護されるよう努め

ます。 

PTC はグローバル企業であるため、お客様が PTC ソフトウェアを使用又は PTC のウェブサイトにアクセス又は通信をしている場

合、これらの個人情報はお客様が居住する国外で処理される可能性があり、また、様々な通信内容は必然的に国境を超えること

になります。更なる詳細については本契約 10.8 条をご覧下さい。 

以下の本文中に定義されていない用語は、本契約の末尾にあるスケジュール B に定義されています。 

本契約の末尾にあるスケジュール A には、特定の国や地域に適用される追加（又は別の）条件が規定されています。 

  

https://www.ptc.com/en/documents/legal-agreements/ptc-affiliates
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https://www.ptc.com/en


 2. PTC のお客様との契約 – 2026 年 5 月改定 

1. 注文と支払い 

1.1 お客様は、必要項目が全て記入された見積書／製品スケジュールを PTCに（直接又は再販業者を通じて）提出することにより許諾製

品及び／又はサポートサービスを注文できます。PTC から別の注文書類を必要とされた場合にはその書類を提出する必要があります。お

客様は、PTC により一度承諾した注文を取り消すことはできないものとします。お客様の購入注文書における許諾製品及び／又はサポー

トサービスを注文するための一部条項を除き、如何なる場合においても、当該購入注文書の他の条件は、本契約の条件の変更とはならず、

PTC は法的に拘束されないものとします。 

1.2 お客様は、注文した許諾製品及び／又はサポートサービスの該当費用を支払う義務を負います。本契約に従い支払うべき全ての料

金及びその他の請求は、契約期間の開始日（及びそれ以降の各年度については開始日の該当する応答日）から 30日以内に支払期日が

到来し、全額支払われるものとします。お客様は、本契約に従い付与された本ライセンス又は提供されたサポートサービスに関する全ての

県、地方自治体又はその他の政府機関が課す販売税、使用税、付加価値税、譲渡税その他の税金を負担します。但し、PTC の純所得に

課される税金を除くものとします。お客様は、本契約に基づき支払日が到来し、未払いとなっている金額全額について、月当たり 1.5％の

利率（又は法律で認められる最高利率がそれより低い場合は、その最高利率）の利息を支払うものとします。この利息は、支払期日を開始

日として計算されます。お客様は、支払期限を過ぎた金銭回収もしくは許諾製品及び／又は本契約に基づいて生じた紛争、訴訟により、

PTC に生じた合理的な弁護士報酬及び費用を負担しなければならないものとします。但し、当該訴訟における全請求項で、お客様が全

面勝訴した場合はこの限りではありません。お客様が支払うべき費用が延滞している場合、PTC は、他の権利及び救済手段を制限するこ

となく、かかる費用が全額支払われるまでライセンス及び／又はサービスを停止することができるものとします。ただし、PTC は支払期日の

少なくとも 5 日前までに、支払期日が差し迫っていること及びかかる費用が支払い期日までに弁済されない場合にライセンス及び／又は

サービスを停止することについて通知します。尚、クレジットカード又は口座振替（デビット）での支払いが拒否された場合は、通知いたしま

せん。 

2. ライセンス 

2.1 ライセンスの付与  PTC が本契約の諸条件に従い、許諾製品に関する注文が PTC により承諾された時点で、PTC は、該当する許諾

期間中において、お客様の内部事業目的のために限り、専ら本契約及び見積書／製品スケジュール内及び適用されるライセンス基盤ド

キュメント内に示されている取扱及び許諾種別の該当制約事項のみに従い、見積書／製品スケジュールに示されている許諾製品をインス

トールし、使用するライセンスをお客様に付与します。前述の規定にかかわらず、許諾製品が PTC によって｢評価｣又は「トライアル」目的で

提供されている場合、当該本ライセンスは、当該許諾製品を評価する目的のみにインストール及び使用することに限定されるものとし、い

かなる商業目的のアプリケーションにおいても、又はいかなる生産目的であっても、当該本ライセンスには許諾製品を使用する権利は含ま

れないものとします。また、許諾製品が「デモ及びテスト」又は「非生産」を原則として（又は同様の指定に基づき）許諾されている場合、当

該許諾製品を生産環境において使用する権利は含まれません。 

2.2 指定国／指定サーバー  グローバルライセンス又は制限付グローバルライセンスの場合を除き、第 2.1 条のライセンスに基づき、お客

様は、該当する指定国にある指定サーバーにおいてのみ許諾製品をインストールし、操作できます。お客様は、随時、お客様が許諾製品

をインストールし又は操作しようとする指定サーバー及び／又は指定国を変更できます。但し、各場合に、(i) お客様は、その変更について

PTC に事前に書面で通知するものとし、且つ(ii) お客様は、許諾製品を異なる指定国に移転する時点で、関連するアップリフト料金を支払

うものとします。 

2.3 使用上の追加制限  お客様は、許可ユーザーではないいかなる者に対しても、直接的又は間接的かを問わず、許諾製品、当該許諾

製品に含まれる機能又はデータ、もしくはそれらから生成される出力結果にアクセス又は使用させてはなりません。本条に規定する使用許

諾の条件として、お客様は、以下を行ってはならず、また第三者が以下を行なうのを許可してはなりません。 

(i) 許諾製品の何らかの部分を修正し、又はその二次的著作物を創作すること、 
(ii) 許諾製品を賃貸し、リースし又は貸与すること、 
(iii) 第三者の訓練のため、いずれかの第三者にソフトウェア実装若しくはコンサルティングサービスを引渡すため、又は業務用タイム

シェアリング若しくはサービスビューロでの使用のために、許諾製品を使用し、又はその使用を許可すること、 
(iv) スケジュール A に特に明記している内容に該当する場合を除き、許諾製品又は許諾製品のファイル形式を逆アッセンブル、逆コ

ンパイル若しくはリバースエンジニアし、又はその他許諾製品のソースコード又はファイル形式へのアクセスを試みること、 
(v) PTC の事前の書面による同意を取得することなく、全体又は一部を問わず、許諾製品、そのコピー、又は本ライセンス若しくはそ

れについての他の権利を、いずれかの第三者に売却、許諾、再許諾、貸与、譲渡又はその他移転すること（売却、交換、贈与、

法の適用その他によるか否かを問いません）につき見積書／製品スケジュール及び／又はライセンス基盤ドキュメントで明示的に

権限を与えられている場合を除き、前記いずれかの行為を行うこと、 
(vi) 許諾製品上又はそのいずれかのコピー内にある著作権、営業秘密、特許、商標、ロゴ、財産権及び／又はその他の法的な表示

を変更、削除又は不明瞭にすること、並びに 
(vii) 全体又は一部を問わず、許諾製品をコピー又はその他複製すること。但し、(a) この第 2 条に従って許諾製品を実行する目的で

コンピューターメモリへのインストレーションに必要な場合、及び／又は(b) バックアップのみの目的のために合理的な数のコピー

を作成する場合を除きます（但し、当該許可されたコピーは、PTC の財産であるものとし、お客様は、それらの財産上に、PTC から

取得した許諾製品のオリジナルコピーに含まれるすべての PTCの著作権、営業秘密、特許、商標、ロゴ、財産及び／又はその他

の法的な表示を再現するものとします）。 
 

2.4 インストール場所に関する制限  （製品名に明記されているように）「グローバル」ライセンスを除き、PTC の全ての製品

は、指定国においてのみインストールが許可されるように制限されています。お客様がインストール国の変更を望む場合、お
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客様は PTC に通知する義務を負うとともに、提案された新しいインストール国におけるライセンスの定価の方が高い場合は差

額に基づいてアップリフト料金が要求されます。 

2.5 ユーザー所在地に関する制限（同時ユーザー製品）  「グローバル」及び「制限付グローバル」ライセンスを除き、同時ユーザー基

準で使用許諾されている PTC製品は、製品がインストールされている国に物理的に所在する個人によってのみ使用可能であり、当該製品

の一部として出荷されるすべてのソフトウェアのコンポーネント（例えば、クライアントコードやライセンスサーバー）は指定国のみにインス

トールされなければなりません。但し、通常はその国に居住する個人が海外に旅行する場合は、限られた期間（大半の製品に関しては 2
週間）の間そのライセンスを「借用」することができ、その期間中は当該ライセンスをお客様のネットワーク上で利用できません。お客様の従

業員ではないユーザーは、お客様の拠点に物理的に所在する間に限り、使用許諾基準が同時ユーザーである PTC 製品を使用できるも

のとします。本段落における制限は同時ユーザー製品のみに適用され、同時ユーザーとは異なる基準で使用許諾されている製品には適

用されません。 

2.6 「グローバルライセンス／制限付グローバルライセンス」  「グローバル」ライセンスとは、全世界に点在するお客様の所在地（複数の場

合もあり）において、当該許諾製品のインストール・操作・使用を許可するものです。ライセンス契約上、許諾製品は、当初インストールを

行った国においてのみ使用が許可されますが、本グローバルライセンスは、適用可能な全ての輸出法規制を遵守することを条件としてい

ます。「制限付グローバル」ライセンスとは、指定国及び/又はその他の許可国に点在するお客様の所在地（複数の場合もあり）において、

当該許諾製品のインストール・操作・使用を許可するものです。ライセンス契約上、許諾製品は、当初インストールを行った国においての

み使用が許可されますが、本制限付グローバルライセンスは、当該使用制約の影響を受けないライセンスです。「許可国」とは、中国、イン

ド、チェコ共和国、ポーランド、ハンガリー、マレーシア、南アフリカ、イスラエル、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、ルーマニアを指します。 

2.7 第三者構成品及びバンドル第三者製品  一定の許諾製品には、埋め込み第三者ソフトウェア構成品が含まれますが、これについて

は追加の条件が適用されます。現行の追加条件は、第三者条件のスケジュールに記載されており、適用されるライセンス基盤ドキュメント

で入手できます。 

2.8 追加制限  本契約で言及され、ライセンス基盤ドキュメントで指定されているとおり、製品別の追加の規定及び許諾製品に含まれてい

る/許諾製品に付属の第三者構成品に適用される条件が、特定の許諾製品に適用される可能性があります。 

3. サポート  

3.1 サポートサービスプラン、サポートサービスのレベル  許諾製品に関するサブスクリプションライセンス又はサポートサービスについて

のお客様の注文が PTC により承諾された時点で、PTC 及び／又はその授権された下請人は、12 ヶ月の期間中又は PTC が承諾したお客

様の注文に記載のその他の期間中、これらの条件に従ってサポートサービスを提供するものとします（以下｢サポートサービスプラン｣とい

う）。お客様が任意の時点で永久ライセンスのサポートサービスを中止する場合、サポートサービスを再開することはできません。お客様は、

その場合はサポートサービスなしで許諾製品を使用するか、新たなサブスクリプションライセンスを購入する必要があります。申し込まれた

サポートサービスの最新のレベル及びサポート契約条件については  https://www.ptc.com/en/documents/legal-agreements/support-
documents に記載されています。 

3.2 お客様が任意の時点で永久ライセンスに対するサポートサービスを解約した場合、サポートサービスに再加入することはできません。

この場合、サポートサービスに未加入のまま製品をご利用いただくか、サブスクリプションライセンスを新たに購入する必要があります。  

3.3 お客様が特定の許諾製品に対してサポートサービスを選択した場合、そのような許諾製品に対するお客様のすべてのライセンスはサ

ポートサービス上になければなりません(たとえば、部分的なサポート注文または部分的な更新は許可されません)。 

4. 監査 

4.1 ライセンス使用状況の監査  お客様による本契約の諸条件の遵守を確認するため、お客様は、PTC 及び PTC が権限を与えた代理人

がお客様による本契約の遵守状況の評価を実施できることに同意します。お客様は、PTC による合理的な事前通知後、すべての通常の

営業時間において、当該評価を実施するための PTCの合理的要求に従い、お客様の施設及びコンピューターシステムに PTCがアクセス

することを認め、お客様の従業員及びコンサルタントに協力させることに同意します。 

4.2 報告  お客様は、PTC からの書面要求を受けた際、PTC に対し、許諾製品（登録ユーザー製品の場合、ライセンス基盤ドキュメントで

指定されているとおり、当該報告には、登録ユーザー製品を使用させるためにお客様がパスワード又はその他の特定な識別子を発行した

個人である、全個人のリストを含むものとします）のインストール及び／又は使用に関する報告を PTC へ提出することに同意します。各当

該報告は、正当な権限を有するお客様の代表者によりその正確性を認められたもので、PTC の書面要求の受領後(１０)営業日内に提出さ

れなければならないものとします。お客様の許諾製品使用の数及び／又は本ライセンスの範囲が、当該許諾製品に許可されているものを

超えている場合には、お客様は、当該超過使用に対し発生するすべての費用（該当するライセンス費及びサポートサービス費を含む）を

支払うことに同意します。PTC が有するその他の権利又は救済手段を制限することなく、不払いは、本契約第 9.1 条に従い PTC が本契約

を終了させる理由となります。 

5. 知的財産  

PTC 及びそのライセンサーは、許諾製品及び許諾製品のコピー、並びに許諾製品に関するすべての著作権、営業秘密、特許、商標及び

その他の知的財産権又は産業財産権の単独の所有者です。PTC が提供した又はお客様が行なった許諾製品のすべてのコピーは、その

形式を問わず、依然として PTC の財産であるものとし、このコピーは、ライセンス期間中、お客様に貸与されているものとみなされるものとし

ます。お客様は、本契約に基づき付与された本ライセンスが許諾製品又はそのコピーの権原若しくは所有権をお客様に与えるものではな

く、本契約の明示的諸条件に一致した制限付の使用権を与えられるものにすぎないことを承認します。お客様には、許諾製品のソース

https://www.ptc.com/en/documents/legal-agreements/support-documents
https://www.ptc.com/en/documents/legal-agreements/support-documents
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コードについて何らの権利もないものとし、お客様は、PTCのみが許諾製品を維持し、改良し又はその他修正する権利を有することに同意

します。 

6. 保証、保証の排除 

許諾製品がドイツ、オーストリア又はスイスで許諾され、使用される場合は、本条は適用されず、スケジュール A が適用されます。 

6.1 保証  PTC は、お客様に対して、PTC が本ライセンスを付与する権限を与えられていることを保証します。さらに、PTC は保証期間中、

その許諾製品にエラーがないものであることを保証します。保証期間とは、(i) 永久ソフトウェアライセンスの場合、PTC が許諾製品を、お客

様又はお客様が指定する者へ入手可能にした日から 90 日間 (ii) サブスクリプションライセンスの場合はサブスクリプション契約期間と同様

とします。PTC は、(i) 許諾製品の何らかの修正又はカスタマイズに帰する各種エラー、(ii) 無償でお客様に提供された許諾製品、及び／

又は (iii) バンドルされた第三者製品（第三者諸条件に記載）に関しては、本契約に基づき何らの保証義務も負わないものとします。PTC
によるニューリリース版の発行があっても、既に満了している保証期間は再開されません。 

6.2 唯一の救済手段  上記 6.1 項の 2 番目の文で与えられた保証の PTC による違反についての PTC とそのライセンサーの全責任、及び

お客様の限定的な救済手段は、PTC の単独の裁量で、(a) エラーを含む許諾製品を交換すること、又は(b) エラーを修理するよう誠実に努

力することのいずれかとします。前文に記載の PTC の義務は、PTC がエラーの通知を保証期間内に受け取り、PTC が合理的に要求する

エラーに関する追加情報をお客様が提供した場合にのみ適用されるものとします。PTC がお客様からのエラーの書面での通知及び関連

の情報を受取った後合理的期間内に、該当する許諾製品を交換しない場合及び／又は（バグ修正、ワークアラウンド又はその他の提供

のいずれかにより）エラーを修正しない場合、PTC は、該当する許諾製品及びそれについてなされたコピーの返還時に、(i) エラーが含ま

れる許諾製品についてお客様が支払った永久ライセンス料金及び (ii) エラーが含まれる許諾製品について、残りのサブスクリプション期

間の支払い済みサブスクリプション料金を返還します。 

6.3 追加保証の不存在  PTC 又はその再販業者若しくは販売代理店における従業員、パートナー、販売店（再販業者を含みます）又は

代理人その他いかなる第三者も、本契約に含まれるものより広範な又は異なるいかなる表明、保証又は約束を与える権限も与えられてお

りません。但し、お客様を代表して授権された役員と PTC を代表してその弁護士により署名された書面契約に特別に定めのある場合を除

きます。 

6.4 保証の排除  第6条に明示的に記載の場合を除き、PTCは、明示又は黙示の別を問わず、書面又は口頭を問わず、商品性、満足の

行く品質、特別目的適合性、侵害の不存在についての保証、及び／又はお客様が投資について特別の収益を受けることの保証を含む、

あらゆる保証を排除します（またお客様は、これらについて権利放棄します）。お客様は、許諾製品を使用することで得たいかなる結果（許

諾製品を使用して設計された品目の信頼性、安全性と正確性についての独立のテストの妥当性を含みます）についても単独で責任を負

います。PTCは、許諾製品の操作又はその他の使用に中断若しくは不具合がないこと、又はお客様のデータ、コンピューター若しくは

ネットワークに損害又は混乱を与えないことの保証はしません。前述を制限することなく、PTCは、PTCからお客様に提供され又は使用を

可能にした許諾製品のために、お客様がセキュリティ・ソリューション又はセキュリティデバイスや機能（「パッチ」、不具合修正プログラム及

びアップデートを含む）を実装していた場合に防ぐことができたはずのセキュリティ上の事故又はデータの紛失については、一切責任を負

わないものとします。 
 
7. 補償、侵害 

7.1 お客様を補償する PTC の義務  PTC は、自らの費用で、許諾製品が米国、欧州若しくは日本の特許、著作権若しくは商標を侵害し

ているとの請求に基づきお客様に対して提起されたいかなる訴訟も防御し、また自らの選択で、その訴訟を解決するか、又はお客様に対

して裁定された最終判決額を支払います。但し、(a) PTC がその請求の通知についてお客様から速やかに書面で通知を受けること、(b) 
PTC がその請求についての訴訟の防御及びその解決若しくは和解のためのすべての交渉について単独で支配し、その費用を負担する

こと（第 7.3 項の例外が 1 つでも適用されない限り）、且つ (c) お客様がその請求の防御、解決又は和解において PTC の費用で PTC に十

分協力することを条件とします。本項は、知的財産権の侵害に係る一切の請求に関して、PTC の唯一排他的な責任及びお客様の唯一の

救済手段を規定するものです。 

7.2 請求を防止するために行動する PTCの権利  本契約の第 7.1 項に記載の請求が生じた場合、又は PTCの見解で生じそうな場合、お

客様は、PTC の選択と費用で、PTC が (a) 許諾製品を継続して使用する権利をお客様に確保すること、(b) その機能を重大に損なうことな

く許諾製品を修正して、権利侵害のないものとすること、又は (c) 該当する本ライセンスを終了し、許諾製品の返還を承諾し、且つその許

諾製品に関する代金返還請求権をお客様に与えることを、認めるものとします。本ライセンスがライセンス期間を永久として購入された場

合、かかる代金返還請求権は、その許諾製品についてお客様が支払った本ライセンスの料金を 5 年間の定額償却方式により減価償却し

たものに相当する金額とします。本ライセンスが期限付きライセンス又はサブスクリプションとして購入された場合、かかる代金返還請求権

は、残りのライセンス期間について支払済みとなっているライセンス料金若しくはサブスクリプション料金に相当する金額とします。 

7.3 お客様に補償する PTCの義務の例外  PTCは、何らかの侵害又はその請求が以下に基づくものである限りにおいて、本契約の第 7.1
項又はその他に基づきお客様に対していかなる責任も負いません。(a) 許諾製品そのものが権利侵害していない場合の、本契約に基づき

供給されていない機器若しくはソフトウェアとの組み合わせでの許諾製品の使用、(b) お客様に提供された許諾製品の現行のリリース版以

外の使用、又は (c) PTC 又はその従業員若しくは代理人以外の者による許諾製品の修正。 
 
8.  責任の制限  

許諾製品がドイツ、オーストリア又はスイスで許諾され、使用される場合は、本条は適用されず、スケジュール A が適用されます。 
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8.1 本契約の第 6 条及び第 7 条の保証と補償の規定には、許諾製品又はその使用による特許、著作権、商標、営業秘密及びその他の

知的財産権の保証違反、又は侵害若しくは侵害の主張についての責任を含む（但し、これらに限定されません）、許諾製品及びサポート

サービスに関する、PTC、その子会社と関連会社、及びそれらの各々の取締役、役員、従業員若しくは代理人の全責任が記載されていま

す。 

8.2 上記第 7.1 条に特定する PTC の補償義務及び死亡又は人的損害を除き、許諾製品の作成、使用許諾、機能性、使用、提供、サ

ポートサービスの提供若しくはその他本契約に関して発生又は関連する PTC 及びその関連会社、再販売業者、代理店、ライセンサーの

最大限の責任範囲は、保証、契約、不法行為、その他如何なるものに基づくか否かを問わず、その許諾製品又はサポートサービスにつ

いて損害賠償の申立てを生じさせた事由の直近 12 ヶ月間にお客様が支払った料金の金額を超えないものとします。 

8.3 PTC及びPTCの関連会社（その子会社も含む）、再販売業者、販売店、ライセンサー、又はそれらの会社の取締役、役員、従業員、

代理人は、(A） 逸失利益、使用損害の損失、営業権の損失、事業機会の喪失、売上の損失、信用喪失、予測した倹約ができなかったこ

とによる損失、及び （B） データ、企業情報の喪失又は不正確性、セキュリティ体制、安全対策の障害又は不備、及び （C） どのような方法

で生じたかに関係なく、特別、付随的、間接的、懲罰的、結果的損失又は損害の責任は一切負わないものとします。前述のいずれの場

合においても、PTC が当該損失の可能性を示唆されていたとしてもその責任は負わないものとします。 

8.4 本条のいかなる条件も、権限を付与された、若しくは無権限での許諾製品の使用に対するお客様の適切な料金の支払義務を免除

又は制限するものではありません。 

8.5 お客様は、訴訟原因が生じて 1 年を超えた後は、いかなる理由でも PTC 及び／又はその子会社と関連会社、PTC のライセンサー及

び／又はその各々の取締役、役員、従業員若しくは代理人に対していかなる訴訟又は法的措置も提起しないことに同意します。 
 
9. ライセンス及びサポートサービスの期間及び終了 

9.1 終了となる事由  本契約及びすべての本ライセンスのサポートサービスの提供は、時宜を得た方法で弁済期の到来した許諾製品に

関する PTC 又はリセラー（再販売業者）のいずれかへの支払いをしないことを含む、本契約の違反を記載した PTC からの書面による通知

後 30 日で、その違反がその 30 日の期間内に PTC の合理的満足の行くとおり是正されない場合は、終了します。 

9.2 満了又は終了の効果  一定のライセンス期間の満了及び／又は本契約の満了又は終了時に、お客様は、お客様が支払うべきすべ

ての金額を速やかに支払い、ライセンス期間が満了又は終了となったすべての許諾製品のオリジナルコピーを PTCに返却し、お客様のコ

ンピューターライブラリ、保管施設及び／又はホスティング施設からすべてのコピーとバックアップコピーを破壊及び／又は削除するものと

します。 

9.3 存続  第 1.2 項、及び第 3 条から第 10 条は、本契約の満了又は終了後も存続するものとします。 
 
10. 一般条項 

10.1 準拠法  https://www.ptc.com/en/documents/legal-agreements/ptc-affiliates に掲載されている PTC 関連会社リストに別段の規定がない

限り、本契約に基づき、本契約から又は何らかの方法で本契約に関連して生じたすべての紛争は、法の抵触の原則を参照することなく

（特に、統一コンピューター情報取扱法を排除します）、マサチューセッツ州法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。各当事者

はここに、国連の国際物品売買条約の適用を明示的に排除します。本契約に基づき、本契約から又は何らかの方法で本契約に関連して

生じたすべての紛争は、他のいかなる裁判所又は管轄でもなく、マサチューセッツ州にある州裁判所又は連邦裁判所で専属的に争われ

るものとします。前述又は別段の内容にもかかわらず、PTC は、知的財産権を執行し、及び／又は秘密扱いの情報を保護するために、任

意の適格な管轄裁判所で請求を提起する権利を有するものとします。お客様は、マサチューセッツ州に所在する州裁判所及び連邦裁判

所が同州の人物に対する人的管轄権を有することを約定し、またお客様は、本契約により、撤回することなく (i) それらの裁判所の人的管

轄に服し、(ii) それらの裁判所で開始された一切の訴訟に関連する送達、訴答書面、及び通知に同意するものとします。当事者は、当該

訴訟又は訴訟手続における最終判決が確定的で、拘束力を有するものであり、他の管轄でも執行可能であることに合意します。各当事者

は、本契約から生じたいかなる紛争に関しても陪審審理に対する権利を放棄します。お客様は、第 2.1条に定めるライセンス条項に対する

実際の違反又は違反の恐れが、PTCに回復不能な損害を生じさせ、その損害額を算定することが困難であることに同意するものとします。

また、この場合において、PTC のその他の権利及び救済措置を制限することなく、PTC は、当該違反を防止又は差し止めるために、衡平

法上の救済及び差止命令（特定履行を含みます）を求める権利を有するものとします。 

10.2 通知  本契約に基づき要求又は許可されるいかなる通知又は連絡も、書面によるものとします。本項に基づき提供されたいかなる通

知も、(a)郵便で与えられた場合は、投函後 5 営業日で、又は(b)エクスプレスクーリエ便で与えられた場合は、発信後 2 営業日目に受け取

られたものとみなされるものとします。 

10.3 譲渡、権利放棄、修正  お客様は、PTC の事前の書面による同意なく本契約に基づくお客様の権利又は義務のいずれをも譲渡、移

転、委任又は再許諾することはできず(直接的な場合であるか又は吸収合併による場合であるかを問わず、法の作用による場合又はお客

様の資産の売却による場合を含みますが、これらに限定されません。また、お客様の支配権変動は、本規定の目的上、「譲渡」とみなしま

す)、当該委任、譲渡、移転又は再許諾の試みは、無効で、本契約の違反となります。本契約の条件のいかなる権利放棄、同意、改訂、修

正又は変更も、書面により、且つ PTC とお客様が署名しない限り拘束力はないものとします。PTC は、本契約を譲渡、移転、再許諾するい

かなる提案又は本契約に基づき購入されたいかなるライセンスに対しても、移転費用を請求する権利を留保します。PTC の同意が必要と

される場合には、PTC は、その単独の裁量により、これを拒否又は条件付きとすることができます。 

10.4 法律の遵守 

https://www.ptc.com/en/documents/legal-agreements/ptc-affiliates
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(i) 各当事者は、適用法、規則並びに自身の商行為及び本契約に関連するその他の法的要件の自身による遵守に責任を負うものとし

ます。更に、お客様は、適用法及び規則を全面的に遵守した上で許諾製品並びに関連する技術及びサービスを使用することを表明

及び保証します。 

(ii) お客様は、お客様又はお客様の取締役、役員若しくは関連会社のいずれも、米国商務省の取引禁止者リスト、エンティティリスト、若

しくは未検証エンドユーザーリスト、米国国務省の核拡散防止制裁対象者リスト、米国財務省の特別指定国家／規制対象者リスト、

又は SSI (Sectoral Sanctions Identifications)リスト(総称して、以下「制限対象リスト」といいます)に掲載されていないことを保証及び表

明します。お客様は、許諾製品並びに関連する技術データ及びサービスが、米国並びに許諾製品又は関連する技術データ若しくは

サービスの開発、受領、ダウンロード、使用又は実行の場所である国の輸出管理法規に従うものであることを承認し、これに同意しま

す。更にお客様は、米国又は米国外における米国人以外の個人へのソフトウェア又は技術のリリースが、その米国人以外の個人の

1 ヶ国又は複数の本国への輸出と見なされること、並びにお客様の従業員、関連会社、又は第三者への許諾製品若しくは関連技術

の譲渡に関し米国政府及びその他関係機関による許可が必要となる場合があることを、了解及び承認します。お客様は、お客様に

よる許諾製品又は関連する技術若しくはサービスの使用又は譲渡が米国又はその他の機関による輸出許可又は承認を必要とする

かどうかの判断、並びにすべての必要な権限の保有に関し、単独で責任を負うものとします。 

10.5 分離可能性  いかなる規定の実施不能性又は無効性も残りの規定の有効性に影響を与えないこと、また無効と決定された規定は本

契約から分離されているものとみなされ、その無効な規定に可能な限り近い条項に置き替えられることが意図されています。 

10.6 完全合意  本契約は、本契約の主題に関する PTC とお客様間の契約についての完全且つ排他的な説明です。本契約についての

いかなる権利放棄、同意、改訂、修正又は変更も、書面により且つ PTC とお客様が署名し又はその他明示的に確認しない限り、拘束力は

ないものとします。 

10.7 第三者受益者  本契約当事者は、PTC の第三者ライセンサーが本契約の意図された受益者であり、当該ライセンサーの製品に関し

てその条件に依拠し、直接執行する権利を有することに合意します。 

10.8 個人情報の処理 PTCの義務の履行に関連して PTCにより受領され、又は収集された全ての個人情報、及びお客様が利用状況報

告書、導入報告書、又は監査において提供したあらゆる個人情報は、該当する場合に応じて、https://www.ptc.com/en/legal-agreements で
閲覧可能な「PTC サイバーセキュリティ及びデータプライバシー追加契約（DPA）」及び https://www.ptc.com/en/documents/policies にて閲

覧可能な PTC のプライバシーポリシーに従って処理されます。お客様は、PTC が世界的に事業を行っているグローバル企業の一つであ

ることから、お客様の個人情報がお客様の国外において処理される可能性があることに同意するものとします。そのような個人情報のあら

ゆる転送は、適用されるデータ保護に関連する法律に基づき処理されます。お客様は、PTC に提供されたあらゆる個人情報は、適用され

るデータ保護に関連する法律に従い取得されたものであることを保証するものとします。 

10.9 マーケティング  お客様は、本契約が有効である間、PTC には宣伝及びマーケティング資料において PTC のソフトウェア及びサービ

ス(該当するもの)の顧客／エンドユーザーとしてお客様を特定する権限があることに同意します。 

10.10 政府ライセンシー  お客様が米国政府の事業体である場合、お客様は、許諾製品が適用される連邦取得規則に基づく｢商業コン

ピューターソフトウェア｣であり、その他本契約に別途に記載の商業ライセンスの権利及び制限をもって提供されることに同意します。お客

様が米国政府の契約に基づき許諾製品を取得している場合、お客様は、お客様が FAR 又はその他の連邦機関の他の同様の規則に基

づき PTC の財産権を保護するため、許諾製品にすべての必要且つ該当する制限付権利の説明を含めることに同意します。お客様は、許

諾製品が政府の契約に基づく引渡品である、又はそうみなされる場合は、当該説明を常に含めることに同意します。 
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スケジュール A - オーストリア、ドイツ、スイスの特別規定  
オーストリア、ドイツ又はスイスで許諾され、使用される許諾製品には、以下の規定が適用されます。以下の規定がオーストリア、ドイツ又は

スイス以外の地域で購入された許諾製品又は本サービスに適用されることは一切ありません。以下に記載している条項は、本契約の本文

内の該当条項を指します。 

• 上記の第 2.3 項(iv)は、以下の場合においては適用されません。(i)お客様の進めるプロセスが、その他ソフトウェアプログラムと、

独自に作成されたコンピュータープログラムとの相互運用の際に必須とされる情報取得に必要であり、(ii)ドイツ著作権法の 69e
項の追加要求事項を満たしており、(iii)お客様の書面による要求に対して、PTC が合理的期間内に当該情報の取得ができな

かった場合。 

• 第 6.1 項（保証）、第 6.2 項（唯一の救済手段）、第 6.3 項（追加保証の不存在）、第 6.4 項（保証の排除）は、ここにより以下の規

定に置き換えられます。 

6.1 保証期間、再始動、検査義務  保証申立ての制限期間は、出荷から 12 ヶ月とします。許諾製品の交換及び／又はエラー

修正により当該保証期間が再始動することはありません。お客様が保証申立て（Mängelansprüche）を行う際に必要となる事前条

件は、(i) お客様がドイツ商法第 377 条に従い許諾製品を検査し、(ii) 当該不具合が本契約において定義されたエラーであり、

(iii) 当該エラーが出荷時において既に存在したものであり、(iv) 当該エラーに関して適切な通知をお客様が行うこととします。お

客様は、エラーの通知を PTC に対し書面にて行わなければならず、PTC が個々の状況において合理的に要求するエラーの特

定詳細を提供しなければなりません。お客様は、明らかなエラーについては出荷から 1 週間以内に、潜在的なエラーについて

は、当該エラーの発見から 1 週間以内に PTC に通知する義務があります。当該特定期間は、除外期間とします。 

6.2 救済措置  エラー発生の際には、PTC はその独自の裁量により (a) 許諾製品を交換又は (b) 当該エラーを修正します。但

し、上記第 6.1項に規定された期間内に PTCが当該エラーに関する通知を受け取ること及びお客様が当該エラーに関して PTC
が合理的に要求する追加情報を PTC に提供することを条件とします。仮にエラー修正（バグ修正、ワークアラウンド又はその他

の提供いずれかにより）又は製品交換が成功しない場合（同エラーに対し、合理的な期間内で少なくとも２回以上 PTC が修正を

試みた場合）、お客様は、以下の 2 つの選択肢の内 1 つを選ぶ権利が与えられることになります。(i) 関連する注文を解除するこ

と。当該解除により PTC は、該当する許諾製品及びそれについてなされたコピーの返還時に、お客様が PTC に支払ったライセ

ンス料金を返還します。又は (ii) 購入価格への合理的減額を行うこと。交換又は修正は、法律上の義務承認を受けることなく行

われ、それにより許諾製品に関連する保証申立ての時効が中断することはありません。 

6.3 追加保証の不存在  PTC 又はその再販業者若しくは販売代理店のいかなる従業員、パートナー、販売員（再販業者を含

みます）又は代理人も、本契約に含まれるものより広範な又は異なる表明、保証又は約束を与える権限を与えられておりません。

但し、お客様を代表して授権された役員と PTC を代表してその弁護士又は法人コントローラーにより署名された書面契約に特

別に定めのある場合を除きます。第 8 条に規定の、責任の制限に基づいてなされたエラーに対する損害賠償請求を除き、本第

6 条において規定される義務が、保証申立てに関する PTC の唯一の責任義務とします。 

6.4 お客様責任  許諾製品は、訓練を受けた専門家により使用されことを意図されており、お客様が実施する専門的な判断、

テスト、安全性及び有用性の代わりとなるものではありません。お客様は、許諾製品を使用することにより取得したすべての結果

（許諾製品を使用して設計された品目の信頼性と正確性についての独立のテストの妥当性を含みます）について単独で責任を

負います。 

6.5 品質(Beschaffenheit)、保証  PTC の発行物又はその営業担当により提示された許諾製品の品質、特にその広告、図面、

カタログ又はその他の文書（インターネットにおける表明、許諾製品のパッケージ及びラベル、商習慣的なものも含みます）は、

当該品質が書面の提示書又は注文確認書に明確に含まれている場合のみ、許諾製品の契約上の品質としてみなされます。品

質に関する保証は特に、以下の条件がすべて当てはまる場合にのみ PTCを拘束します。(i) 書面による提示書又は注文確認書

で、(ii) 明確に、「保証」又は「状態保証」（Beschaffenheitsgarantie)と規定されており、(iii) 当該保証により生じる PTC の義務が明

確に規定されている場合。 

• 第 8 条は、ここにより以下の規定に置き換えられるものとします。 

8. 責任の制限 

8.1 責任分類  PTC は、法的根拠の有無に関わらず、以下の場合にのみ損害賠償責任を負うものとします。(i) PTC が実質的な

法律義務（主要義務）への違反を過失的に（すなわち、少なくともその過失により）違反した場合、又は (ii) 損害が PTC 側による

重大な過失又は故意により生じた場合、又は (iii) PTC がその保証を認めた場合。 

8.2 予想可能範囲  PTC の責任範囲は、以下の典型的な、予見可能な損害に限られます。(i) PTC が重大な契約義務（主要義

務）を軽過失により違反した場合、又は(ii) PTC の役員又は幹部ではない、従業員又はその代理人が重大な過失によりその他

義務に違反した場合、又は（iii） PTC がその保証（状態保証(Beschaffenheitsgarantie)）と明確に規定された保証ではないものと

します）を認めた場合。 

8.3 保証最高額  第 8.2 項(i)及び(ii)の場合における PTC の責任範囲は、1,000,000 ユーロを最高額として限定し、又は単に財

務上の損失に対しては、その最高額を 100,000 ユーロとします。 
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8.4 間接損害  第 8.2 項に関し PTC は、間接損害、結果的損害又は利益損失に対する責任を負わないものとします。 

8.5 追加の責任制限  PTC は、PTC からお客様に提供され又は使用を可能にした許諾製品のために、お客様がセキュリティ・ソ

リューション又はセキュリティデバイスや機能（「パッチ」、不具合修正プログラム及びアップデートを含む）を実装していた場合に

防ぐことができたはずのセキュリティ上の事故又はデータの紛失については、一切責任を負わないものとします。 

8.6 責任期間  お客様による PTC 及び／又は PTC の関連会社への、損失に対する申立ては、法的根拠の有無に関わらず、

お客様が当該損害を認識してから１年が経過すると失効し、又は当該認識の有無にかかわらず、遅くとも損失事象が発生した 2
年後にはその効力を失うものとします。許諾製品のエラーに対する申立ては、第 6.1 項の保証の制限期間が適用されます。 

8.7 強制責任  ドイツ製品責任法(Produkthaftungsgesetz)に従った、生命、身体、健康への被害、欠陥の不正隠蔽又は状態保

証（Beschaffenheitsgarantie)の認定に関する PTC の責任は、何ら影響を受けないものとします。 

8.8 従業員  第 8.1 項から第 8.6 項は、PTC 及び／又は PTC の関連会社の従業員又は代理人に対するお客様からの損害の

申立てにも適用されるものとします。 

8.9 寄与過失  PTC に対する保証又は責任の申立ての際、お客様の寄与過失、特に、不適切な過失通知又は不適切なデータ

保護はしかるべく考慮されるものとします。特にお客様が、外部からの影響（例えば、コンピューターウイルスや個々のデータ又

はすべてのデータを危険にさらす恐れのあるその他現象）に対する適切な最新の安全対策の予防措置を取らなかった場合、不

適切なデータ保護とされます。 
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スケジュール B ‐ 定義 

「指定国」 - 購入時に注文書類に明記されていない限り、購入先の国をいいます。 

「指定サーバー」 -指定国に所在するコンピューターサーバーのことをいい、インストール済の該当許諾製品アプリケーションの特有なイン

スタンス（実行可能なプログラムの複製）が１つあるものとします。指定サーバー製品は、お客様が当該製品の最初のインストールに関連し

て指定し、該当するインストール済の製品アプリケーションの特有なインスタンスが 1 つあるコンピューターサーバー上でのみ使用できます。

コンピューターサーバーがいかなる方法であれ（物理的、論理的又はそれ以外の）パーティションが設定されている場合、前文における「コ

ンピューターサーバー」への言及は当該サーバーの各パーティションを意味するものとし、当該指定サーバー製品は当該パーティションの

1 つにおいてのみ使用することができます。 

「ドキュメンテーション」 - 許諾製品の一部として PTC が提供する又は PTC が電子的手段で利用可能とする、該当する許諾製品のユー

ザーマニュアルをいいます。 

「エラー」 - 許諾製品が該当するドキュメンテーションに実質的に適合しないこと。但し、お客様がその不適合について書面で PTC に通知

することを条件とします。 

「本ライセンス」 - 許諾製品をインストール及び使用する非独占的で、譲渡不能の権利であって、再使用許諾する権利が伴わないもの（オ

ブジェクトコード形式）をいいます。  

「ライセンス期間」 - 許諾製品のパーツ名に若しくは該当する見積書／製品スケジュールに記載のとおりの本ライセンスが有効である期間。

評価用の本ライセンスのライセンス期間は、30 日を超えてはならないものとします。「サブスクリプション」方式の本ライセンスのライセンス期

間は、見積書／製品スケジュール及び／又は請求書において指定されるとおりとします。 

「許諾製品」 - 該当する見積書／製品スケジュールで特定されたコンピューターソフトウェア製品、及びコンピューターソフトウェア製品と共

に提供されるドキュメンテーションをいいます。 

「ライセンス基盤ドキュメント」 - 許諾ドキュメントウェブページ（https://www.ptc.com/en/legal-agreements）に記載された適用される「ライセン

ス基盤文書」であり、PTC の様々な製品の使用許諾基準を明細に示し、製品ごとの追加的な諸条件を規定した内容をいいます。 

「許諾ドキュメントウェブページ」：https://www.ptc.com/en/legal-agreements 

「ニューリリース版」 - PTC により許諾製品の新規リリース版として指定された許諾製品の修正版又は改良版をいい、サポートサービスのお

客様に対し一般的に利用可能にするものをいいます。 

「許可ユーザー」 -本契約の諸条件にのみ従って、許諾製品（又は当該許諾製品に含まれる機能もしくはデータ、又はそれらから生成され

る出力結果）にアクセスし、又はこれを使用することについてお客様により権限を与えられた個人をいいます。許可ユーザーは、(i) PTC の

競業者でなく、又は PTC の競業者に雇用されていない者であり、かつ(ii) お客様の内部事業目的を支援するためにのみ、許諾製品への

アクセスおよび使用に直接関わっているものに限られ、具体的には、お客様の従業員、コンサルタント、下請業者、供給業者、ビジネス

パートナー及び顧客をいいます。 

「PTC」 – PTC Inc.をいいます。カナダを所在地とするお客様の場合、PTC とは PTC (Canada) Inc.をいいます。 

「見積書／製品スケジュール」 - 該当する品目の購入に関連してお客様に提供され、お客様によって署名された製品スケジュール、見積

書若しくはその他の合意書面をいいます。 

「再販業者」 - 許諾製品及び／又はサポートサービスをお客様に再販売又は頒布することを PTC により任命及び承認された第三者をいい

ます。 

「サポートサービス」 - ニューリリース版の提供をいい、注文されたサポートサービスのレベルによっては、電話サポート、ウェブベースの支

援ツール及びエラー修正の提供を含みます。 

「アップリフト料金」 - 最初の指定国で、該当する許諾製品のインストール時に適用された本ライセンス料金と、お客様が当該許諾製品の移

動を希望する指定国において、当該許諾製品のインストールに適用される本ライセンス料金との差額を基準とする費用をいいます。 
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	2.4 インストール場所に関する制限  （製品名に明記されているように）「グローバル」ライセンスを除き、PTCの全ての製品は、指定国においてのみインストールが許可されるように制限されています。お客様がインストール国の変更を望む場合、お客様はPTCに通知する義務を負うとともに、提案された新しいインストール国におけるライセンスの定価の方が高い場合は差額に基づいてアップリフト料金が要求されます。
	2.5 ユーザー所在地に関する制限（同時ユーザー製品）  「グローバル」及び「制限付グローバル」ライセンスを除き、同時ユーザー基準で使用許諾されているPTC製品は、製品がインストールされている国に物理的に所在する個人によってのみ使用可能であり、当該製品の一部として出荷されるすべてのソフトウェアのコンポーネント（例えば、クライアントコードやライセンスサーバー）は指定国のみにインストールされなければなりません。但し、通常はその国に居住する個人が海外に旅行する場合は、限られた期間（大半の製品に関しては2...
	2.6 「グローバルライセンス／制限付グローバルライセンス」  「グローバル」ライセンスとは、全世界に点在するお客様の所在地（複数の場合もあり）において、当該許諾製品のインストール・操作・使用を許可するものです。ライセンス契約上、許諾製品は、当初インストールを行った国においてのみ使用が許可されますが、本グローバルライセンスは、適用可能な全ての輸出法規制を遵守することを条件としています。「制限付グローバル」ライセンスとは、指定国及び/又はその他の許可国に点在するお客様の所在地（複数の場合もあり）にお...
	2.7 第三者構成品及びバンドル第三者製品  一定の許諾製品には、埋め込み第三者ソフトウェア構成品が含まれますが、これについては追加の条件が適用されます。現行の追加条件は、第三者条件のスケジュールに記載されており、適用されるライセンス基盤ドキュメントで入手できます。
	2.8 追加制限  本契約で言及され、ライセンス基盤ドキュメントで指定されているとおり、製品別の追加の規定及び許諾製品に含まれている/許諾製品に付属の第三者構成品に適用される条件が、特定の許諾製品に適用される可能性があります。
	3. サポート
	4.1 ライセンス使用状況の監査  お客様による本契約の諸条件の遵守を確認するため、お客様は、PTC及びPTCが権限を与えた代理人がお客様による本契約の遵守状況の評価を実施できることに同意します。お客様は、PTCによる合理的な事前通知後、すべての通常の営業時間において、当該評価を実施するためのPTCの合理的要求に従い、お客様の施設及びコンピューターシステムにPTCがアクセスすることを認め、お客様の従業員及びコンサルタントに協力させることに同意します。
	4.2 報告  お客様は、PTCからの書面要求を受けた際、PTCに対し、許諾製品（登録ユーザー製品の場合、ライセンス基盤ドキュメントで指定されているとおり、当該報告には、登録ユーザー製品を使用させるためにお客様がパスワード又はその他の特定な識別子を発行した個人である、全個人のリストを含むものとします）のインストール及び／又は使用に関する報告をPTCへ提出することに同意します。各当該報告は、正当な権限を有するお客様の代表者によりその正確性を認められたもので、PTCの書面要求の受領後(１０)営業日内に...
	5. 知的財産
	PTC及びそのライセンサーは、許諾製品及び許諾製品のコピー、並びに許諾製品に関するすべての著作権、営業秘密、特許、商標及びその他の知的財産権又は産業財産権の単独の所有者です。PTCが提供した又はお客様が行なった許諾製品のすべてのコピーは、その形式を問わず、依然としてPTCの財産であるものとし、このコピーは、ライセンス期間中、お客様に貸与されているものとみなされるものとします。お客様は、本契約に基づき付与された本ライセンスが許諾製品又はそのコピーの権原若しくは所有権をお客様に与えるものではなく、本契...
	6. 保証、保証の排除
	6.1 保証  PTCは、お客様に対して、PTCが本ライセンスを付与する権限を与えられていることを保証します。さらに、PTCは保証期間中、その許諾製品にエラーがないものであることを保証します。保証期間とは、(i) 永久ソフトウェアライセンスの場合、PTCが許諾製品を、お客様又はお客様が指定する者へ入手可能にした日から90日間 (ii) サブスクリプションライセンスの場合はサブスクリプション契約期間と同様とします。PTCは、(i) 許諾製品の何らかの修正又はカスタマイズに帰する各種エラー、(ii) ...
	6.2 唯一の救済手段  上記6.1項の2番目の文で与えられた保証のPTCによる違反についてのPTCとそのライセンサーの全責任、及びお客様の限定的な救済手段は、PTCの単独の裁量で、(a) エラーを含む許諾製品を交換すること、又は(b) エラーを修理するよう誠実に努力することのいずれかとします。前文に記載のPTCの義務は、PTCがエラーの通知を保証期間内に受け取り、PTCが合理的に要求するエラーに関する追加情報をお客様が提供した場合にのみ適用されるものとします。PTCがお客様からのエラーの書面での...
	6.3 追加保証の不存在  PTC又はその再販業者若しくは販売代理店における従業員、パートナー、販売店（再販業者を含みます）又は代理人その他いかなる第三者も、本契約に含まれるものより広範な又は異なるいかなる表明、保証又は約束を与える権限も与えられておりません。但し、お客様を代表して授権された役員とPTCを代表してその弁護士により署名された書面契約に特別に定めのある場合を除きます。
	7. 補償、侵害
	7.1 お客様を補償するPTCの義務  PTCは、自らの費用で、許諾製品が米国、欧州若しくは日本の特許、著作権若しくは商標を侵害しているとの請求に基づきお客様に対して提起されたいかなる訴訟も防御し、また自らの選択で、その訴訟を解決するか、又はお客様に対して裁定された最終判決額を支払います。但し、(a) PTCがその請求の通知についてお客様から速やかに書面で通知を受けること、(b) PTCがその請求についての訴訟の防御及びその解決若しくは和解のためのすべての交渉について単独で支配し、その費用を負担す...
	7.2 請求を防止するために行動するPTCの権利  本契約の第7.1項に記載の請求が生じた場合、又はPTCの見解で生じそうな場合、お客様は、PTCの選択と費用で、PTCが (a) 許諾製品を継続して使用する権利をお客様に確保すること、(b) その機能を重大に損なうことなく許諾製品を修正して、権利侵害のないものとすること、又は (c) 該当する本ライセンスを終了し、許諾製品の返還を承諾し、且つその許諾製品に関する代金返還請求権をお客様に与えることを、認めるものとします。本ライセンスがライセンス期間を...
	7.3 お客様に補償するPTCの義務の例外  PTCは、何らかの侵害又はその請求が以下に基づくものである限りにおいて、本契約の第7.1項又はその他に基づきお客様に対していかなる責任も負いません。(a) 許諾製品そのものが権利侵害していない場合の、本契約に基づき供給されていない機器若しくはソフトウェアとの組み合わせでの許諾製品の使用、(b) お客様に提供された許諾製品の現行のリリース版以外の使用、又は (c) PTC又はその従業員若しくは代理人以外の者による許諾製品の修正。
	9. ライセンス及びサポートサービスの期間及び終了
	9.2 満了又は終了の効果  一定のライセンス期間の満了及び／又は本契約の満了又は終了時に、お客様は、お客様が支払うべきすべての金額を速やかに支払い、ライセンス期間が満了又は終了となったすべての許諾製品のオリジナルコピーをPTCに返却し、お客様のコンピューターライブラリ、保管施設及び／又はホスティング施設からすべてのコピーとバックアップコピーを破壊及び／又は削除するものとします。
	10. 一般条項
	10.1 準拠法  https://www.ptc.com/en/documents/legal-agreements/ptc-affiliatesに掲載されているPTC関連会社リストに別段の規定がない限り、本契約に基づき、本契約から又は何らかの方法で本契約に関連して生じたすべての紛争は、法の抵触の原則を参照することなく（特に、統一コンピューター情報取扱法を排除します）、マサチューセッツ州法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。各当事者はここに、国連の国際物品売買条約の適用を明示的に排除し...
	10.2 通知  本契約に基づき要求又は許可されるいかなる通知又は連絡も、書面によるものとします。本項に基づき提供されたいかなる通知も、(a)郵便で与えられた場合は、投函後5営業日で、又は(b)エクスプレスクーリエ便で与えられた場合は、発信後2営業日目に受け取られたものとみなされるものとします。
	10.3 譲渡、権利放棄、修正  お客様は、PTCの事前の書面による同意なく本契約に基づくお客様の権利又は義務のいずれをも譲渡、移転、委任又は再許諾することはできず(直接的な場合であるか又は吸収合併による場合であるかを問わず、法の作用による場合又はお客様の資産の売却による場合を含みますが、これらに限定されません。また、お客様の支配権変動は、本規定の目的上、「譲渡」とみなします)、当該委任、譲渡、移転又は再許諾の試みは、無効で、本契約の違反となります。本契約の条件のいかなる権利放棄、同意、改訂、修正...
	10.4 法律の遵守
	(i) 各当事者は、適用法、規則並びに自身の商行為及び本契約に関連するその他の法的要件の自身による遵守に責任を負うものとします。更に、お客様は、適用法及び規則を全面的に遵守した上で許諾製品並びに関連する技術及びサービスを使用することを表明及び保証します。
	(ii) お客様は、お客様又はお客様の取締役、役員若しくは関連会社のいずれも、米国商務省の取引禁止者リスト、エンティティリスト、若しくは未検証エンドユーザーリスト、米国国務省の核拡散防止制裁対象者リスト、米国財務省の特別指定国家／規制対象者リスト、又はSSI (Sectoral Sanctions Identifications)リスト(総称して、以下「制限対象リスト」といいます)に掲載されていないことを保証及び表明します。お客様は、許諾製品並びに関連する技術データ及びサービスが、米国並びに許諾製...

	10.7 第三者受益者  本契約当事者は、PTCの第三者ライセンサーが本契約の意図された受益者であり、当該ライセンサーの製品に関してその条件に依拠し、直接執行する権利を有することに合意します。
	10.8 個人情報の処理　PTCの義務の履行に関連してPTCにより受領され、又は収集された全ての個人情報、及びお客様が利用状況報告書、導入報告書、又は監査において提供したあらゆる個人情報は、該当する場合に応じて、https://www.ptc.com/en/legal-agreementsで閲覧可能な「PTC サイバーセキュリティ及びデータプライバシー追加契約（DPA）」及びhttps://www.ptc.com/en/documents/policiesにて閲覧可能なPTCのプライバシーポリシー...
	10.9 マーケティング  お客様は、本契約が有効である間、PTCには宣伝及びマーケティング資料においてPTCのソフトウェア及びサービス(該当するもの)の顧客／エンドユーザーとしてお客様を特定する権限があることに同意します。
	10.10 政府ライセンシー  お客様が米国政府の事業体である場合、お客様は、許諾製品が適用される連邦取得規則に基づく｢商業コンピューターソフトウェア｣であり、その他本契約に別途に記載の商業ライセンスの権利及び制限をもって提供されることに同意します。お客様が米国政府の契約に基づき許諾製品を取得している場合、お客様は、お客様がFAR又はその他の連邦機関の他の同様の規則に基づきPTCの財産権を保護するため、許諾製品にすべての必要且つ該当する制限付権利の説明を含めることに同意します。お客様は、許諾製品が...
	「指定国」 - 購入時に注文書類に明記されていない限り、購入先の国をいいます。
	「ライセンス期間」 - 許諾製品のパーツ名に若しくは該当する見積書／製品スケジュールに記載のとおりの本ライセンスが有効である期間。評価用の本ライセンスのライセンス期間は、30日を超えてはならないものとします。「サブスクリプション」方式の本ライセンスのライセンス期間は、見積書／製品スケジュール及び／又は請求書において指定されるとおりとします。
	「ライセンス基盤ドキュメント」 - 許諾ドキュメントウェブページ（https://www.ptc.com/en/legal-agreements）に記載された適用される「ライセンス基盤文書」であり、PTCの様々な製品の使用許諾基準を明細に示し、製品ごとの追加的な諸条件を規定した内容をいいます。
	「許諾ドキュメントウェブページ」：https://www.ptc.com/en/legal-agreements

